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１ ０ 月 号 

No.２８３ 

広広広   報報報   

９月運航実績 

●運航日数（前年数値） 

 客 船    ２１日（ ２２日） 

 貨物船     ４日（  ３日） 

 ヘリコミ   ３０日（ ２９日） 

●就航率 （前年数値）※客船は2回/日 

 客 船    ６８％（ ７３％） 

 貨物船   １００％（ ７５％） 

 ヘリコミ  １００％（ ９７％） 

●来島者数（前年数値） 

 客 船  １１０３名（１３５５名） 

 ヘリコミ  ２０３名（ １５８名） 

●離島者数（前年数値） 

 客 船   ９９２名（１１３５名） 

 ヘリコミ  ２４０名（ ２１１名） 
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〈１〉 

平成２５年 第３回定例村議会 
 

 ９月１１日午前９時より平成２５年第３回定例村議会が開催され、下記のとおり予算案及び決算が可決・承認されました。 

■補正予算 （単位：千円） 

会計名 補正前の予算額 補正額 補正後の予算額 

一般会計（第２回） 1,060,767 82,610 1,143,377 

航路事業特別会計（第１回） 58,638 370 59,008 

産業センター運営事業特別会計（第１回） 44,465 0 44,465 

簡易水道事業特別会計（第１回） 102,264 0 102,264 

自然体験観光交流宿泊施設運営事業特別会計（第１回） 36,453 4,674 41,127 

国民健康保険事業特別会計〈事業勘定〉（第１回） 61,513 3,728 65,241 

国民健康保険事業特別会計〈直営診療施設勘定〉（第１回） 74,900 △ 1,692 73,208 

介護保険事業特別会計〈事業勘定〉（第１回） 20,203 190 20,393 

介護保険事業特別会計〈サービス事業勘定〉（第１回） 515 0 515 

後期高齢者医療特別会計（第１回） 3,947 0 3,947 

■平成２４年度 各会計の決算状況について （単位：千円） 

区
分 

会計名 歳入額 歳出額 
翌年度繰越額 

収支 
歳入額 歳出額 

普
通
会
計 

一般会計 Ａ 1,178,201 1,155,616 ― ― 22,585 

航路事業特別会計 Ｂ 58,024 57,792 ― ― 232 

産業センター運営事業特別会計 Ｃ 21,959 21,771 ― ― 188 

御蔵島会館運営事業特別会計 Ｄ 1,597 1,597 ― ― 0 

単純合計（Ａ～Ｄの合計） Ｅ 1,259,781 1,236,776 ― ― 23,005 

繰入繰出控除 Ｆ 36,894 36,894 ― ― 0 

実質合計（Ｅ-Ｆ）   1,222,887 1,199,882 ― ― 23,005 

特
別
会
計 

自然体験観光交流宿泊施設運営事業特別会計   40,951 36,276 ― ― 4,675 

簡易水道事業特別会計   16,903 16,477 ― ― 426 

国民健康保険事業特別会計〈事業勘定〉   63,967 59,834 ― ― 4,133 

国民健康保険事業特別会計〈直営診療施設勘定〉   72,580 68,338 ― ― 4,242 

介護保険事業特別会計〈事業勘定〉   21,199 19,676 ― ― 1,523 

介護保険事業特別会計〈サービス事業勘定〉   122 0 ― ― 122 

後期高齢者医療特別会計   3,943 3,811 ― ― 132 

■平成２４年度 主な事業 （単位：千円） 

区分 件名 金額  区分 件名 金額 

生活 

ヘリポート耐震補修工事 15,645  商工 ガソリンスタンド整備事業補助 16,400 

新ヘリポート測量地質調査 6,300  

道路 

中央線改良工事 17,727 

村内水脈調査 6,825  南郷海岸線改修工事 4,305 

マイクロバス購入 3,667  中央線測量設計 3,360 

防災 デジタル無線電波伝搬調査 2,079  
住宅 

たりぼう・森山が下地区開発計画 13,157 

福祉 
住民健診・がん検診 7,223  本沢ヶ下住宅建築設計 5,408 

出産祝い金 2,800  

教育 

学校空調設備更新工事 17,955 

清掃 
じん芥処理施設改修工事 14,280  学校給水設備等改修工事 7,875 

旧焼却場解体撤去工事 3,812  花火大会 3,984 

観光 
ふれあい広場施設整備事業 25,568  

イベント 
オリンピック・パラリンピック 

東京招致気運醸成事業 
5,714 

温泉ポンプ引揚工事 2,310  

農業 
赤沢農道測量設計 13,230  産業 

センター 

源水補填設備改造工事 2,752 

地籍システム更新 4,001  熱板式乾燥機補修工事 2,100 

林業 
黒崎高尾線舗装補修工事 12,075  簡水 原水調整池建設設計 7,350 

病害虫対策 3,675  医療 デジタルＸ線テレビ装置購入 11,340 

水産業 アカハタ・サザエ購入及び放流 4,473     
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〈２〉 

健全化判断比率及び資金不足比率を公表いたします 
 

 地方公共団体は毎年度「健全化判断比率」と「資金不足比率」を算定し、監査委員の審査を経て議会に報告し、住民に公表する

ことが義務付けられています。平成２４年度決算における村の健全化判断比率、資金不足比率を公表します。 

 【用語の解説】 

  実質赤字比率………………普通会計を対象とした実質赤字の標準財政規模（標準的な収入）に対する比率 

  連結実質赤字比率…………全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模（標準的な収入）に対する比率 

  実質公債費比率……………一般会計等における公債費や公営企業の公債費に対する繰出金などの公債費に準ずるものを含めた実質的な 

              公債費相当額に充当されたものの標準財政規模（標準的な収入）に対する比率 

  将来負担比率………………一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模（標準的な収入）に対する比率 

  資金不足比率………………公営企業ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率 

  早期健全化基準……………比率が「早期健全化基準」を超えると、「財政健全化計画」を定め「個別外部監査」を行わなければなりません。 

  財政再生基準………………比率が「財政再生基準」を超えると、「財政再生計画」を定めなければなりません。 

  企業債許可制移行基準……比率が「企業債許可制移行基準」を超えると、地方債の借入において協議制から許可制に移行します。 

■平成２４年度普通会計決算の状況について 

歳
入
内
訳 

科目 
２４年度 

歳入額 

２３年度 

歳入額 
増減 

地方税 56,769 55,343 1,426 

地方譲与税 1,573 1,686 △ 113 

利子割交付金 257 256 1 

配当割交付金 130 114 16 

株式等譲渡 

所得割交付金 
33 26 7 

地方消費税交 

付金 
4,524 4,343 181 

自動車取得税 

交付金 
943 836 107 

地方特例 

交付金 
49 2,755 △ 2,706 

地方交付税 476,450 376,742 99,708 

分担金及び 

負担金 
1,195 1,195 0 

使用料 48,739 53,015 △ 4,276 

手数料 254 212 42 

国庫支出金 10,956 10,743 213 

都支出金 366,310 425,066 △ 58,756 

財産収入 2,177 866 1,311 

繰入金 112,000 120,000 △ 8,000 

繰越金 19,100 24,067 △ 4,967 

諸収入 93,228 91,547 1,681 

地方債 28,200 29,000 △ 800 

合計 1,222,887 1,197,812 25,075 

（単位：千円） 

歳
出
（
目
的
別
）
内
訳 

科目 
２４年度 

歳出額 

２３年度 

歳出額 
増減 

議会費 18,127 20,115 △ 1,988 

総務費 631,776 520,635 111,141 

民生費 111,167 113,703 △ 2,536 

衛生費 70,464 127,267 △ 56,803 

農林水産業費 77,816 65,336 12,480 

商工費 70,896 74,226 △ 3,330 

土木費 70,030 106,442 △ 36,412 

消防費 15,827 10,649 5,178 

教育費 87,295 92,792 △ 5,497 

公債費 46,484 47,547 △ 1,063 

合計 1,199,882 1,178,712 21,170 

歳
出
（
性
質
別
）
内
訳 

科目 
２４年度 

歳出額 

２３年度 

歳出額 
増減 

人件費 202,654 214,393 △ 11,739 

物件費 338,161 352,393 △ 14,232 

維持補修費 56,313 42,364 13,949 

扶助費 16,262 17,619 △ 1,357 

補助費等 66,426 61,481 4,945 

普通建設事業費 111,122 198,427 △ 87,305 

公債費 46,484 47,547 △ 1,063 

積立金 327,676 214,458 113,218 

貸付金 600 720 △ 120 

繰出金 34,184 29,310 4,874 

合計 1,199,882 1,178,712 21,170 

１．健全化判断比率 

指標 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

平成２４年度 ― ― 3.2 ― 

早期健全化基準 15.00 20.00 25.0 350.0 

財政再生基準 20.00 35.00 35.0    
     

２．資金不足比率 

特別会計名 簡易水道事業会計 宿泊施設運営事業会計 

平成２４年度 ― ― 

企業債許可制移行基準 10.0 10.0 
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〈３〉 

島嶼会館無料宿泊モニター募集 
 

 島嶼会館では、１１月１日のオープンに備え、お客様からのご意見とご感想をいただきたく、宿泊モニターを募集いたします。 

 募集内容は下記のとおりとなりますので、ご希望される方は島嶼会館までお問合せください。 

宿泊日 １０月２４日（木）～１０月２５日（金）１泊２日朝食付（無料） 

募集期間 １０月 ７日（月）～１０月１７日（木）まで電話にてお受けいたします 

宿泊条件 

・東京都の島嶼地域にお住まいの方（団体様は不可） 

・島嶼会館にお越しいただける方（交通費は各自ご負担となります） 

・チェックイン時にお渡しするアンケートにお答えいただける方 

募集室数 

６１室（１泊朝食付き無料） 

・各島の方々にお泊りいただきたく、お住まいの町村により割当室数は次のとおりとさせて

いただきます。なお、宿泊は先着順とさせていただきます。 

大島町 ：１４室 利島村 ： ３室 新島村 ： ６室 

神津島村： ６室 三宅村 ： ６室 御蔵島村： ３室 

八丈町 ：１４室 青ヶ島村： ３室 小笠原村： ６室 

お問合せ 

〒１０５－００２２ 東京都港区海岸１－４－１５ 

ＴＥＬ ０３－３４３７－３０６１（島嶼会館フロント） 

お問合せ時間 １０：００～１６：００ 

電話で弁護士に相談できる 「島しょ法律相談」のご案内  
 

 東京都では、島しょに居住される方を対象として、弁護士の法律相談（電話相談）を実施しています。相談は無料です。  

 【相談日時】 月・水・金曜日 午後１時～４時（※祝日・年末年始の閉庁日はお休みします。） 

  ※当日お待ちいただくことのないよう事前のご予約も受付けております。 

  ※事前予約は、月～金曜日の午前９時～午後５時（祝日・年末年始の閉庁日を除く）にお願いいたします。  

 

 

 

 

 

 

 

【お問合せ】 

東京都生活文化局 都民の声課 

０３－５３８８－２２４５ 

■平成２５年度下半期 島しょ法律相談日カレンダー 

１０月  １１月  １２月  １月  ２月  ３月 

月 水 金  月 水 金  月 水 金  月 水 金  月 水 金  月 水 金 

  2 4       1  2 4 6         3 5 7  3 5 7 

7 9 11     6 8  9 11 13  6 8 10  10 12 14  10 12 14 

   16 18  11 13 15  16 18 20     15 17  17 19 21  17 19    

21 23 25  18 20 22     25 27  20 22 24  24 26 28  24 26 28 

28 30     25 27 29          27 29 31         31       

※斜線の日程は、相談はお休みです。 

東京都最低賃金改正のお知らせ 
 

 東京都最低賃金（地域別最低賃金）は平成２５年１０月１９

日から時間額８６９円に改正されました。 
 

■適用 

 東京都最低賃金は、東京都内の事業場で働くすべての労働者

とその使用者に適用され、最低賃金額以上の賃金を支払わない

使用者は最低賃金法第４条違反として罰則の対象となります。 
 

■金額 

 次の金額は、最低賃金に算入されません。 

 ①精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

 ②臨時に支払われる賃金（結婚手当など） 

 ③１月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与など） 

 ④時間外労働、休日労働及び深夜労働の手当 
 

【お問合せ】 最低賃金総合相談支援センター 

０３－３４５３－６３２６ 

御蔵島村教育委員長の発令について 
 

 平成２５年９月１３日、第２回御蔵島村教育委員会定例会に

おいて、栗本大器さんが教育委員長に任命されました。 
 

■任期 

 平成２５年９月１５日～平成２９年９月１４日 

１０月の来庁予定者 

日 来庁者 目的 

２７ 
山形県森林研究研修

センター 

おとり丸太調査と注入処理

木の観察 

２９ 関東地方整備局 港湾施設等現地調査 
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日 月 火 水 木 金 土 

     1 2 

3     新月 

文化の日 

4 5 6 7     立冬 8 9 

学校祭 

10 11 12 13 14 15 16 

歯科巡回診療 

(～20日) 

17 18    満月 19 20 21 22    小雪 23 

勤労感謝の日 

24 25 26 27 28 29 30 

島民カレンダー  

平成２５年 １１月 ＜霜月＞ 可 ・・・ 可燃ごみ 不 ・・・ 不燃ごみ 空 ・・・ 空き缶 

平成２５年 １０月 ＜神無月＞ 可 ・・・ 可燃ごみ 不 ・・・ 不燃ごみ 空 ・・・ 空き缶 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

空 

不 

不 

可 

可 

日 月 火 水 木 金 土 

  1 2 3 4 5     新月 

6 7 8     寒露 9 

整形外科診療 

(～11日) 

10 11 12 

13 14 

体育の日 

15 16 17 

産婦人科診療 

(～18日) 

18 19    満月 

住民健診 

(～20日) 

20 21 22 23    霜降 24 25 

胃がん検診 

(～26日) 

26 

27 

村民運動会 

28 

皮膚科診療 

(～29日) 

29 30 31   

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

不 

空 

空 

可 可 不 

可 

空 可 
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今月の行事（１０月） 
～今日は何の日？ 何の月？ 今月の行事とその概要を掲載します。～ 

◆寒露（かんろ） 10月8日頃 

朝露も一段と冷たく感じられ、秋が深まってくる頃。朝晩は寒気さえ感じることもあります。 

 

◆体育の日（たいいくのひ） 10月14日(第2月曜日) 

スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう日として、国民の祝日とされています。 

1964年10月10日、東京オリンピックの開会式が開催されたことから祝日とされました。 

 

◆霜降（そうこう） 10月23日頃 

朝夕の気温も下がり、霜も降り始める頃。秋も終わり、冬の到来が感じられます。 

 

 

ゴミ収集日 

月曜日 毎  週  可燃ゴミ  

火曜日 
第１火・第３火  不燃ゴミ  

第２火・第４火  リサイクルゴミ  

水曜日 毎  週  可燃ゴミ  

木曜日 収集はありません  

金曜日 毎  週  可燃ゴミ  

し尿処理作業日 

毎月 １日  ・  １０日  ・  ２０日  

えびね公園開園スケジュール 

期間 開園日 閉園日 

４月～５月 月・火・水・金・土・日  木  

６月～１０月 水・金・土・日  月・火・木  

１１月～３月 水・金・日  月・火・木・土  


